
下野市奨学金の 

 償還一部免除制度 
 

 

1．償還一部免除の条件 

下記の（１）～（６）のすべての要件を満たすことが条件になります。（条例１２-２） 

（１）下野市奨学金の貸付期間が２年以上であること。 

（２）在学する学校を正規の修業期間内で卒業していること。 

   ※傷病等やむを得ない事情により休学等をした場合を除きます。 

（３）最終学校を卒業した月の翌月から１年以内に市内に居住し、引き続き５年以上継続して 

居住していること。 

※大学卒業後、大学院に進学した場合は、大学院が最終学校になります。 

（４）市内に居住している間に就業していること。（市外の事業所等でも可） 

   ※妊娠その他正当な理由により就業が困難な場合は除きます。 

（５）遅滞なく下野市奨学金の償還をしていること。 

   ※大学院等、さらに上級の学校に進学したときの償還猶予は除きます。 

（６）市税を完納していること。 

 

２．償還免除額 修学資金総額の４分の１を免除します。（規則１４-３） 

          ※１００円未満の端数が生じた場合は切り捨て。 

          ※入学一時金は償還一部免除の対象外です。 

 

３．申込方法  事前申請及び本申請が必要です。 

（１）事前申請……下記①～④の書類を教育総務課へ提出してください。 

①下野市奨学金償還免除事前申請書（様式第１０号） 

※奨学生であった方、保護者及び連帯保証人の連署が必要です。 

②最終学校の卒業証明書（卒業を証明できる書類） 

③住民基本台帳確認のための同意書（様式第１１号） 

④就労証明書（様式第１２号） 

※自営業者としての就労等の理由により提出が難しい場合は、就労している事実を証明する書類。

※「就労証明書」は、必ず就労先の事業所に作成を依頼してください。 

☆審査後、申請者には下野市奨学金償還免除候補者決定通知書（以下、「候補者

決定通知書」という。）をお送りします（規則１３）。 

 

要項 
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☆候補者決定通知書の受取後、住所や氏名に変更等があった場合は、下野市役所教育総務課ま

でご連絡のうえ、「下野市奨学金奨学生等異動届（様式第５号）」を必ず提出してください（規

則１０）。 

 ☆候補者決定通知書の受取後、償還一部免除の要件を満たすことができなくなったと認められ

る場合は、奨学金の償還一部免除の決定が取り消されますので、注意してください（規則１

３-５）。その場合は「下野市奨学金償還免除候補者決定取消通知書」をお送りします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）本申請……償還一部免除の条件をすべて満たした後、下記①～④の 

書類を教育総務課へ提出してください。 

①下野市奨学金償還免除申請書（様式第１５号） 

 ※奨学生であった方、保護者及び連帯保証人の連署が必要です。 

②住民基本台帳確認のための同意書（様式第１１号） 

③就労証明書（様式第１２号） 

※自営業者としての就労等の理由により提出が困難な場合は、就労している事実等を証明する書類。 

※「就労証明書」は、必ず就労先の事業所に作成を依頼してください。 

④市税を完納していることを証明する書類 

 

☆書類審査後、すべての条件を満たしたと認められる申請者には下野市奨学金償

還免除決定通知書（以下、「償還免除決定通知書」という。）をお送りします

（規則１４-２）。 

 

 

 

償還残額がある場合は、免除決定通知書を受け取った後も償還を続ける必要がありま

す。償還免除決定通知書の内容を十分ご確認ください。 

（償還一部免除の流れについては、次ページをご覧ください。） 

 

 

 

 

○ご注意 

○ご注意 
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例：大学生（４年制/修学資金月額５万円貸付）の場合 

大学１年生～大学４年生 

（貸付期間） 

 

貸付総額 ２４０万円 

（５万円×１２か月×４年間）【修学資金】 

この場合、貸付期間の２．５倍の期間である 

１０年間（月額２万円ずつの償還）で償還します。 

卒業（貸付終了） 

候補者決定通知書交付 
本申請がないと正式な決定にはなりません。 

事前申請後、以下のすべての条件を満たした後

に本申請をしてください。 

・卒業後１年以内に下野市に居住し、以後５年間

継続して居住し続けている。 

・市内に居住している間に就業している。 

・下野市奨学金を遅滞なく償還している。 

・市税を完納している。 

本申請 

償還免除決定書通知交付 

奨学金の償還継続 修学資金総額２４０万円の４分の１を免除 

            →６０万円の免除 

奨学金の償還残額が６０万円になるまで 

奨学金の償還を続けます。 

奨学金の償還一部免除 
奨学金の償還残額が６０万円になったとき、 

（今回の場合、償還開始から７年６か月後） 

それ以降の奨学金の償還を免除します。 

卒業２年目から奨学金の償還が始まります。 

事前申請 

償還開始 事前申請がないと本申請ができません。 

候補者決定通知書が届いたら、本申請のとき 

まで大切に保管してください。 

※高等学校（中等教育学校の後期課程、高等専門学校または専修学校の高等課程を含む）及び 

大学（短期大学または専修学校の専門課程を含む）の両方で下野市奨学金を利用した場合、 

償還免除の対象になるのは大学奨学金のみとなります。 

※下野市奨学金償還残額が修学資金総額の４分の１以下になっている場合は、その差額を払い 

戻しします。 

※下野市奨学金の償還がすべて終了している場合は、修学資金総額の４分の１を払い戻しします。
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◇修学資金月額４万円、入学一時金３０万円、４年間の貸付の場合 

 

○償還総額が２２２万円（４万円×１２か月×４年間＋３０万円）なので、 

償還一部免除がない場合は、月１万９千円ずつ５年間、月１万８千円ずつ５年間 

【計１０年間】（償還期間の２．５倍の期間）の償還です。 

 

○償還免除額は修学資金総額の１９２万円×１/４＝４８万円であり、 

（※入学一時金３０万円は免除の対象外になります。） 

償還一部免除後の償還総額は 222 万円－４８万円＝１７４万円です。 

   そのため、月１万９千円ずつ５年間、月１万８千円ずつを２年９カ月、月６千円を１カ月 

【計７年１０カ月間】で償還していただきます。 

 

◇修学資金３万円、入学一時金なし、３年間の貸付の場合 

 

  〇償還総額が１０８万円（３万円×１２か月×３年間）なので、 

   償還一部免除がない場合は、月１万５千円ずつ６年間（償還期間の２倍の期間）の償還です。 

 

  〇償還免除額は修学資金総額の１０８万円×１/４＝２７万円であり、 

      償還一部免除後の償還総額は１０８万円－２７万円＝８１万円です。 

   この場合、本申請ができる５年後には、１万５千円×１２か月×５年間＝９０万円を 

すでに償還しているため、 

   償還一部免除決定後、償還一部免除後の償還総額である８１万円との差額分である 

９万円を払い戻しします  

 

◇修学資金月額３万円、入学一時金なし、２年間の貸付の場合 

 

○償還総額が７２万円（３万円×１２か月×２年間）なので、 

償還一部免除がない場合は、月１．５万円ずつ４年間（償還期間の２倍の期間）の償還です。 

 

○償還免除額は修学資金総額の７２万円×１/４＝１８万円であり、 

償還一部免除後の償還総額は 72 万円－18 万円＝54 万円です。 

この場合、本申請ができる５年後には、７２万円全額を償還しているため、 

償還一部免除決定後、修学資金総額の４分の１である１８万円を払い戻しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○償還と免除額の例 

※ご不明な点がございましたら・・・ 

市のホームページをご覧になるか、もしくは教育総務課までお問い合わせください。 

問い合わせ先：下野市笹原 26 番地(下野市役所３階) ☎0285-32-8917 

 


